
日監査第 9号

令和 7年 (2025年)6月 17日

日光市議会議長 齋 藤 文 明  様

日光市監査委員

日光市監査委員

日光市監査委員

令不i7年度定例監査の結果について (提出)

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定例監査を実施したので、同条第9項の

規定により、その結果を下記のとおり提出します。
1        ,    1

1 監査の対象  地域振興課・栗山行政センター

2 監査の期間  令和 7年 5月 16日 ～令和7年 5月 27日

3 監査の結果  別紙のとおり
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令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準
この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

地域振興課

4 監査の期間

令和 7年 5月 16日 ～令和 7年 5月 27日

5 監査の着眼点

,事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 7年 3月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査して当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。   (

7 監査の結果

(1)総括              '

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかった。

8 意見及び要望

(1)人 口減少が著しい当市においては、転入転出者を射象として移住定住施策の参考にす
ることを目的としたアンケエ トを実施しており、その結果は、これからの人口減少対策を

講じる上で大変貴重なデータである。引き続きアンケー トを通じたデータの収集に努め、

得られた結果等を関係課と共有して、各施策の検討材料として活用されたい。



令和7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準
この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類
地方自治法 (昭和22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象 ・

栗山行政センター

4 監査の期間

令和 7年 5月 16日 ん令和 7年 5月 27日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容    r

(1)令和 6年度事務事業について、令和 7年 3月 末日現在で実施した。
(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を
受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

(ア)会計年度任用職員の振替代休の取り扱いに誤りが見受けられた。
・半日 (4時間)に満たないにもかかわいず振替代体としていた。
・休日
!(1日
)出勤の代休の取得において、 1日 あるいは4時間 (半 日)単位で代体

を取得すべきところ、 2時間等規則にない時間で繰り返し取得し、合計して 1日 分
の代体として対応していた。



8 意見及び要望                ヽ

(1)人口減少・少子高齢化が進む栗山地域においては、地域住民への生活支援や福祉サービ

ス支援が重要であることはもとより、栗山地域の活性化の機運を高め、住民が地域本一層

の誇りと親しみをもつて住み続けられるよう〔地域振興課や関係課と連携を図りながら、

地域資源を活用した魅力ある事業にも精力的に取り組まれたい。



日監査第 13号
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令和 7年度定例監査の結果について (提出)

地方自治法第 199条第4項の規定に基づき、定例監査を実施したので、同条第 9項の
規定により、その結果を下記のとおり提出します。

1 監査の紺象  轟小学校 。豊岡中学校・秘書広報課

2 監査の期間  令和 7年 6月 5日 ～令和 7年 6月 17日

3 監査の結果  別紙のとおり

記



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の尉象

轟小学校

4 監査の期間

令和 7年 6月 5日 ～令和 7年 6月 17日

監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 7年 4月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は校長から総括説明を
受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。また、現金の保管状況の調

査と施設等の状況を調査した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適手に執行されていると認められた。

(2)指摘事項                     ヽ

指摘すべき事項はなかった。                      _

8 意見及び要望
なし

5



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準
この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

豊岡中学校

4 監査の期間

令和 7年 6月 5日 ～令和 7年 6月 17日

5 監査の着眼点
事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施 した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 7年 4月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、碧日は校長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。また、現金の保管状況の調

査と施設等の状況を調査した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

会計年度任用職員の職務を専念する義務の免除について、条例の規定によらない理由に

より取得しているものが見受けられた。

8 意見及び要望
なし



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施 した。

2 監査の種類

、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第4項の規定に基づく定例監査

3 監査の姑象

秘書広報課

4 監査の期間

令和 7年 6月 5日 ～令和 7年 6月 17日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施 した。                    1

6 監査の実施内容                 ヽ

(1)令和 6年度事務事業について、令和 7年 4月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

棄けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取したЬ

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されてお り、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項                        !

指摘すべき事項はなかった。

8 意見及び要望
.(1)広

報紙に関しては、令和 7年度からリニューアルを実施し、より見やすく分かりやすい

紙面づくりに努めているが、デジタル化社会が進展している現状を鑑み、紙面から電子化

による広報紙への移行について、今後積極的に研究されたい。


